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2024年１月 16日 

各 位 
会 社 名 株 式 会 社 マ ル イ チ 産 商  

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 
柏木  康全 

 社 長 執 行 役 員 

（コード番号 8228名証メイン） 
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 

仁科  圭右 
 コーポレート管理本部長 

TEL 026-285-4101（代表） 

 

連結子会社の会社分割（新設分割）による子会社設立及び新設会社の株式譲渡に 

関するお知らせ 

 

当社は、2024 年１月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり当社連結子会社であります信田

缶詰株式会社（以下、信田缶詰。なお、2024年４月２日に「Ｓ株式会社」に商号を変更予定。）の缶詰

及び瓶詰製造・販売事業、そうざい製造・販売事業並びに魚介類販売事業等（以下、本事業）を会社

分割（新設分割）（以下、本会社分割）し、新設する信田缶詰株式会社（以下、新信田缶詰）に承継す

るとともに、本会社分割に伴う現物配当により信田缶詰から当社が取得することになる新信田缶詰の

株式の一部をヤマサ醤油株式会社（以下、ヤマサ醤油）に譲渡することを決定いたしましたので、お

知らせいたします。 

なお、本件は完全子会社を当事者とする新設分割であるため、開示事項及び内容について、一部省

略しております。 

記 

１. 本会社分割及び株式譲渡の目的 

信田缶詰は、主に水産缶詰の製造・販売を手掛ける水産品加工業者で、1905年の創業以来、118

年間に亘り、全国一の水産物の水揚げ数量を誇る銚子エリアにおいて営業基盤を築いております。

当社が、2015年 8月に信田缶詰を子会社化した目的のひとつに銚子エリアにおける産地政策の推

進があり、「中期経営計画 2025」の事業戦略において、当社が「必要とされる存在」を目指す事

業領域のひとつでもあります。 

この水産銚子戦略のコア部分を信田缶詰が担っておりますが、近年の缶詰販売の低迷や、原材

料価格の上昇等により厳しい経営環境にある中、現在、業績回復を目指し、新たな売上創出等の

様々な施策を講じております。その結果、直近では売上高は回復傾向にありますが、収益力の回

復と事業の持続的成長に向けた戦略として、信田缶詰と同じく銚子市に本社を置くヤマサ醤油に

出資いただくことで新信田缶詰の業績拡大を目指してまいります。 

資本提携の前提であります債務超過の解消に向け、信田缶詰を第二会社方式（新設分割型分割）

により、債務超過のない新信田缶詰と債務超過を引き継ぐ信田缶詰（Ｓ株式会社）に分割し、ヤ

マサ醤油へ一部株式を譲渡いたします。 

２. 本会社分割及び新設会社の株式譲渡の要旨 

（１）本会社分割及び株式譲渡の日程 

（信田缶詰）新設分割計画作成日 2024年１月 12日 

（当社）新設分割計画承認取締役会 2024年１月 16日 
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株式譲渡契約締結日 2024年１月 16日 

（信田缶詰）新設分割計画承認に係る株主総会決議日 2024年３月 25日（予定） 

新設分割効力発生日（新信田缶詰の設立日） 2024年４月１日（予定） 

株式譲渡実行日 2024年４月２日（予定） 

（２）会社分割の方式 

本会社分割は、信田缶詰を分割会社とし、新設会社（新信田缶詰）を承継会社とする新設分

割です。 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

新設会社（新信田缶詰）は、本会社分割に際して信田缶詰に対して普通株式 1,600株を発行

し、また、本会社分割に伴い、信田缶詰は当該株式のすべてを当社に配当いたします。当社

は、本会社分割の効力発生日の翌日付で、当該株式の一部をヤマサ醤油に譲渡いたします。 

（４）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

（５）会社分割により増減する資本金 

本会社分割により、信田缶詰の資本金の増減はありません。 

（６）新設会社が承継する権利義務 

新設会社（新信田缶詰）は、本事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務等に

ついて、2024年１月 12日付で作成の新設分割計画書に定めるものを承継いたします。 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以後において、信田缶詰及び新設会社（新信田缶詰）が履行すべき

債務について、その履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

（８）株式譲渡の概要 

当社は、2024年４月２日に、本会社分割に伴う現物配当により信田缶詰から当社が取得する

ことになる新設会社（新信田缶詰）の株式の一部をヤマサ醤油に譲渡する予定です。ヤマサ

醤油については、「４．株式譲渡の相手先の概要」をご参照下さい。 

３. 本新設分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2023年 12月 31日現在） 

新設会社 

（2024年４月 1日設立予定） 

(1)名称 信田缶詰株式会社 

（※2024年４月２日に「Ｓ株式

会社」に商号を変更予定） 

信田缶詰株式会社 

(2)所在地 千葉県銚子市黒生町 7400-7 千葉県銚子市黒生町 7400-7 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 徳永 和也 代表取締役社長 徳永 和也 

(4)事業内容 各種水産加工品の製造 各種水産加工品の製造 

(5)資本金 80百万円 80百万円 

(6)設立年月日 1955年４月 2024年４月 1日（予定） 

(7)発行済株式数 1,600株 1,600株 

(8)決算期 ３月 31日 ３月 31日 

(9)大株主及び持株比率 株式会社マルイチ産商 100％ 株式会社マルイチ産商 90％ 

ヤマサ醤油株式会社  10％ 

（2024年４月２日現在（予定） 
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(10)分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績 

信田缶詰株式会社（分割会社） 

決算期 2023年３月期 

純資産 ▲2,160百万円 

総資産 553百万円 

１株当たり純資産 ▲1,350,379円 

売上高 676百万円 

営業利益 ▲285百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益または純損失 ▲271百万円 

１株当たり当期純利益または当期純損失 ▲169,631円 

４. 株式譲渡の相手先の概要 

(1)名称 ヤマサ醤油株式会社 

(2)所在地 千葉県銚子市新生町２-10-１ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役会長 濱口 道雄 

代表取締役社長 石橋 直幸 

(4)事業内容 醤油の製造販売、各種調味料の製造販売、医薬用品の製造販売 

(5)資本金 １億円 

(6)設立年月日 1928年 11月 29日 

(7)決算期 12月 31日 

(8) 当社との関係 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本

関係はありません。 

人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的

関係はありません。 

取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引

関係はありません。 

５. 譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況、譲渡価額 

(1)譲渡前の所有株式数 1,600株（議決権の数：1,600個、議決権割合：100％） 

(2)譲渡株式数 160株（議決権の数：160個、議決権割合：10％） 

(3)譲渡価額 相手先との守秘義務により非開示とさせていただきます。 

なお、この株式譲渡については開示基準に該当しておりません。 

(4)譲渡後の所有株式数  1,440株（議決権の数：1,440個、議決権割合：90％） 

６. 本会社分割後の状況 

本会社分割後、信田缶詰をＳ株式会社に社名変更する予定です。 

７. 今後の見通し 

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微でありますが、将来にわたって当社の企業価値向上

に寄与するものであると考えております。 

今後、適時開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

 

以 上 

 


